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Ⅰ.はじめに

　本稿の目的は、ルソーの『社会契約論』を辿

りつつ、現在の社会social(1)概念の起源を検討

することにある。その導きの糸として、アル

チュセールのルソー論を用いる。

　本稿の構想は、ある事実に端を発する。今日、

我々が自明視している社会socialという語、こ

の語の現用法は、ルソーの時代に生み出された。

仏語辞典の『グラン・ロベール』は、socialの

項で、この語の用法が18世紀に普及したことを

注記し、ルソーの『社会契約論』への参照を指

示する(Rey (ed.) [2011a])。彼の時代に、この語

が普及した理由について、我々は、歴史的に新

しい問題が現れ、その考察の為に新しい概念が

必要だったと推察できる。その概念の起源とし

て、ルソーが位置づけられている。

　しかし新しい概念が、その当初より確定的な

意味を獲得することはあり得ない。むしろそこ

には試行錯誤があったと考えるべきだろう。ル

ソーは新しい概念を用いて新しい問題に取り組

んだ。そして生成途上の概念を用いた故に、十

分に考察できなかった問題が残された。これが

本稿の第一の仮説である。

Ⅰ.1.social、sociétéへの注目

　本論に入る前に、ここでsociété、social概念

に注目する理由を説明しよう。18世紀の概念史

を研究するゴードンは、フランスの17～18世紀

の文献データベースを調査し、この時期に

société、social、sociable等の語の使用頻度が増

加したことに注目する(Gordon [1994:53-4])(2)。

彼は、sociétéが当時の歴史的現実を考える上で

重要だと考える。なぜなら、この語の使用が増

えたのは、神や君主ではなく、人々が自らの力

で自分達の結びつきを維持するという問題に向

き合ったからである(3)。すなわち、対等な人間

が相互に作り出す関係の総体をsociétéと呼んだ

のだ。後に見るように、『社会契約論』で提起

されるのが、まさにこの問いである。

　また、sociétéが上のような意味を指すならば、

そこにおける人間関係のあり方も問題になる。

これを問う為に必要なのがsocial概念である。

すなわちsocialは、sociétéの中で結ばれる関係

の性質を形容する語である。よってこの語に注

目することは、社会関係の性質を問うことにな

る。つまり当時の人々が、この概念を用いるこ

とで、どのような人間諸関係を構築しようとし

たのかを考察することになる。

　なお、ゴードンはこれらの語彙について諸々

の著者を網羅的に追うのに対し、本稿は一人の

著者(ルソー)を掘り下げる。なぜなら、ゴード

ンのアプローチは当時の語彙的文脈を踏まえた

上で、ある著者の独自性(新語等)も検討しよう

とするものだが(Gordon [1994:48-51])、この立

場では、生成途上の概念を用いた故に十分に考

察されていない問題を検討対象にできない。誤

解を恐れずに言えば、前者の方法論では著者の

言ったことは分析できても、言い得なかったこ

social概念のある起源をめぐって
―『社会契約論』の分析を手がかりに―
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とは分析の外に置かれてしまう。

　以上のような理由から、本稿ではルソーの

『社会契約論』に対象を絞りつつ、sociétéや

social概念に注目し、これを用いて彼が考えよ

うとしたもの、そして考えられなかったものを

明らかにしたい。social概念の起源の一つを探

るというのは、この意味においてである。

Ⅰ.2.société、social概念の歴史的変遷―語史

についての若干の考察―

　まず本稿の前提を明確にする為に、société、

social概念の変遷を確認しよう。ラテン語の

societasを語源に持つsociétéは、当初、仲間に

よって作られるassociationを意味し、人間関係

の総体を包摂する意味はなかった。

　先述の『グラン・ロベール』ではsociété、

socialについて、歴史的語順に沿って様々な意

味が詳述されているが、以下では必要なものに

絞って説明する。

　まずsociétéでは、第一義で、12世紀にこの語

は「何かを共有する、あるいは共通のものとす

る人々の間の関係」、つまり「協働」を意味し、

16世紀に「生活をともにする、あるいは集団で

生活する人々の間の関係」、「人々の間の交流」

を意味するに至る。

　第二義では、17～18世紀に「多少とも複数の

人々により組織化された集団で生活をする、特

定の人々における特有の状態」(「自然の対義

語」)を意味し、そこから派生して「多くの場合

諸制度によって打ち立てられ、制裁によって保

証される持続的で組織化された諸関係が存在す

る、諸個人の総体」という意味となる。そして、

「重要か否か、恒常的か否か、組織的か自然発

生的かに関わらない、社会集団」、すなわち任

意の社会集団を指す(Rey (ed.) [2011b])。

　多様な意味を持つsociétéだが、重要なのは、

現実の社会sociétéの拡大とともに概念の範疇も

拡大したことである(4)。

　socialでは、18世紀の普及に言及した後、「諸

個人や人間の集団に関すること、ある一つの顕

著な現実として認識され、ある特定の集団に属

し、その集団の性質を分有する」という意味に

続け、「ある一つの社会、あるいは社会の一つ

の要素を形成する」という意味を説明する。そ

の後に、書き言葉の用例として社会的事実や社

会現象を挙げ、「集団のメンバー間の相互関係

から、あるいは社会が構成する組織的全体から

帰結するもの」と説明する。その上で用例とし

て、デュルケムの、有機的現象とも心理的現象

とも混同されず、個人に対して外在し、強制の

力を持つ社会的事実の一節(Durkheim [1894-

1901:97=1978:54])を引く。

　また第三義では、「分業やその社会的諸効果

の観点から、社会の中の諸個人を分類すること

に関して」という意味が1844年に現れると述べ、

用例として社会階級や社会階層をあげる。そし

て、1830年代に「社会の様々な階級間の関係に

関して」(「政治的、経済的の対義語」)という意

味で、社会問題や社会運動等の用例が生まれる

と説明される。これが専門語化したのが、「労

働者の物質的諸条件やその改善に関するもの」

という意味で、社会的要求や社会政策という語

で使われる社会socialである(Rey (ed.) [2011a])。

　社会問題の変容を分析したカステルは、この

意味のsocialという形容詞がつけられる政策を、

19世紀以降に経済と政治の裂け目を緩和するこ

とを試みた諸々の政策と位置づける。そしてこ

の社会政策politique socialeは、18世紀末に起

こった経済的で政治的な二重の革命、つまりデ

モクラシーと市場に基盤を持つ代表制の支配を

前提とすると指摘する(Castel [1995:170-1= 

2012:100])。すなわち、フランス革命へと至る

激動期には、経済的自由と政治的平等こそが決

定的な問題とされたが、その後、社会諸条件の

不均衡が置き去りであることが明らかになり、
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その是正が痛感されたのだ。

　本稿では、主にこれに先立つ時期に書かれた

ルソーの言説を扱うが、「経済と政治の裂け目」

として露わになる問題の萌芽がそこに存在して

いたことを明らかにする。ただし逆説的だが、

『社会契約論』では、この問題はむしろ「不在」

としてあらわれる。そして、この「問題の不

在」がいかなる帰結へ至るかを検討する。これ

が本稿の第二の課題である。

Ⅱ.ルソーとsociété、social概念

　前章では一般的な意味でのsociété、socialの

変遷を確認したが、本章ではルソーに関連して

この検討をしたい。これにより、彼の時代にお

けるこれらの概念変化を明確にし、この概念に

よって当時の人々が考察を試みていたものが明

らかになる。

Ⅱ.1.ルソー時代のsociété、socialを巡る諸概念

の布置

　ルソーも執筆に参加した所謂百科全書では、

socialについて、この語の用法が新しく導入さ

れたことを説明した上で「人間を社会sociétéの

中で価値あるものにする性質」と定義する。こ

の新しい用法とは、全体社会を指すsociétéの形

容詞形として、socialが一般的な社会関係に関

連する意味へと拡張された用法である。また、

それ以前の別の用法として「手形や証書等が会

社名nom socialで作られる」という用例を挙げ

ている(Diderot and D’Alembert (eds.) [1751-1780 

(15):251])(5)。これは限定されたsociétéであり、

このsocialには多義性はない。

　同様の変化は、関連する概念にも見られる。

例えば、同じく百科全書でジョクールは、

sociableの項で、sociableとaimableを併記した上

で、この二語はもはや同義語でないとする

(Diderot and D’Alembert (eds.) [1751-1780 (15):

251])。つまり、「愛想がよい」を意味する

aimableは、対面的人間関係における肯定的な

性格を指すのに対し、sociableは、かつて同じ

意味(社交的)を表したが、この時期には人間一

般を対象とした関係において肯定的な性格(社

会性)を指す語へと変化している(6)。

　あるいは、フランス革命に影響を与えた『第

三身分とは何か』の著者シエイエスの未発表の

遺稿を調査したギロームによれば、シエイエス

は1780年代の草稿で、socio-という接頭辞を用

いて、様々な造語を作りつつ社会sociétéのあり

方を考察しており、その中には、sociologieも

あったという(Guilhaumou [2006:6])。無論これ

を社会学の起源とするのは無理がある。ただし、

シエイエスはルソーより少し時代は下るものの、

この時代に新しい社会sociétéと、そこで結ばれ

る人間関係への関心が高まっていたことは確か

である。

Ⅱ.2.ルソーにおけるsociété、social概念の変化

　このsociétéの拡張を、ルソーも自覚していた。

『政治経済論』の冒頭では、家庭経済を指した

économieが一般経済まで拡張されたと指摘し

た後で、家族と国家を二つの社会sociétéとして

区別することを主張する。これは部分社会から

全体社会へ、société概念の変化を意識していた

証拠だろう(Rousseau [1755b:241=1979:63])。

　ただしこれは、彼がこの概念変化を自覚し、

その意味を使い分けていたことを意味しない。

むしろ彼の著作の中で、これらの概念は変化す

る。例えば『人間不平等起源論』では、社会

sociétéは人類を分割させ、複数の社会sociétés

の間では自然の感情が失われるとされ

(Rousseau [1755a:178-9=1978:246-7])、「戦争状

態が社会状態état socialから生まれること」と

いう論稿でも、社会sociétéの成立が、対抗する
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別の社会sociétéを引き起こし、不平等と争いの

原因になるとされる(Rousseau [1756-1758:603= 

1978:374])。このsociétéは、部分社会を指して

いる。ところが『社会契約論』では、争いや不

平等を解決する契約にsocialという形容詞が付

される。

　ルソーにおけるこの概念変化から、当初は否

定的に捉えられた社会sociétéが、その後、問題

解決をもたらす責任主体として見出されたと考

えられる(Cassirer [1932=1997:44])。つまり、

問題を生み出すのが社会である以上、それを解

決するのも社会である。

　ここにルソーの社会sociétéの捉え方の先駆性

を見て取れる。例えば百科全書のsociétéの項で、

ディドロは、神の意図から説明を始め、社会

sociétéの中の不平等は自ずと解決される次への

ス テ ッ プ に 過 ぎ な い と す る(Diderot and 

D’Alembert (eds.) [1751-1780 (15):252-3])。これ

に対し、ルソーは社会そのものに問題の原因を

見出す。

　この点は彼の自然状態の検討からも理解でき

る。ルソーの有名な「自然状態」の議論は、自

然回帰の為にあるのではない。彼の人間の起源

への問いは、一般に「自然状態」とされるもの

が、現実には社会状態の結果であることを明確

にする為にある。ホッブスらが、隷属を奴隷の

本性と捉えるのに対し、ルソーはそこに社会状

態(7)を見る。すなわち、奴隷は、ある社会状態

から生み出されたのであり、人間の自然状態で

はない。戦争状態を人間の自然状態とする考え

も同様で、動物としての人間の争いに所有権が

関わるはずがない(Rousseau [1762a I.IV:360= 

1979:116-7])(8)。ホッブスが想定する戦争状態は、

現実には社会状態の一つである(Althusser 

[1967:66=2001:89-90])。よって社会sociétéのあ

り方の根本を考察するには、社会状態から生ま

れた「自然状態」でなく、それに先立つ状態を

考える必要がある。ルソーの自然状態の検討は、

社会状態を検討する参照項を設定する為にある。

　この点を確認すれば、ディドロとルソーの社

会sociétéのとらえ方の違いも明確になる。すな

わち、ディドロは自然法の項で、自然法から単

純に社会sociétéの法を導き出し、そしてsociété

の項では、sociétéを人々の単なる集合と述べる

(Diderot and D’Alembert (eds.) [1751-1780 (11):

46, (15):253])。すなわち彼は自然と社会société

を連続的に捉える。これに対しルソーは、自然

発生的に一般社会société généraleを捉える考え

方では、部分と全体の結びつきが欠如すると批

判する(Rousseau [1758 I.II:283=2008:309])。彼

は、一般社会において部分と全体が単純に結び

つかないことを認識し、それを再統合する必要

性を意識していた。

　この社会観は、社会学を先取りさえしていた。

実際、彼はデュルケムと同じ論理で、人々の単

純な集合とは異なる属性を持つ独自の主体とし

て一般社会を定義する(Rousseau [1758 I.II: 

284=2008:311])(9)。彼は社会学で扱われる問題

の端緒を提起した。こうしてルソーは、現用の

社会概念の黎明期に次の問題に取り組む。つま

り社会société概念を新たに定義し、その上で、

その不平等を解消する為の人々の新たな結びつ

きを構想した。

Ⅱ.3.『社会契約論』におけるsocial概念への注

目

　以上のように確認すれば、『社会契約論』で

social概念に注目するのは、当然に映るかもし

れない。しかし事実は異なる。実際ルソーは、

当初文学者・革命家・ロマン主義者として受容

され、『社会契約論』が学問的分析の対象とな

るのは20世紀からである(Pezzillo [2000:4-9])。

しかしそうした検討でも、ルソーがsocialとい

う形容詞を付したことが注目される事はなかっ

た。実際、全集編纂で名高いヴォーンは、ル
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ソーが「社会契約論」という題名をためらった

事実に依拠しつつ、真の主題は副題の「政治的

権利の原理」にあったとする(Vaughan (ed.) 

[1962:22-3])。

　ただし『社会契約論』の論の展開を見れば、

その主題は明らかだ。『社会契約論』の冒頭は、

奴隷状態の議論から始まり、奴隷はその本性か

らでなく、社会状態état civilによって生まれる

とされる。そして、社会sociétéは当事者の約束

によって可能となり(第二章)、人間の権利は強

者の力によるのではなく(第三章)、人間の他者

に対する権利が暴力から生まれるのではない以

上(第四章)、人間の約束がすべての権威に基礎

を与える。故に「最初の約束」が重視される

(第五章)。つまりルソーは、社会sociétéを作る

原初的約束を仮定し、そこから人間が作り出す

社会状態を検討する。

　こうして我々は、ルソーの社会sociétéに関す

る議論に注目する意義を理解できる。そして、

アルチュセールも『社会契約論』は次の問題に

集約されるとする。つまり、構成員の身体と財

産を共同の力によって保護する結合の形式を見

出し、そして各人が結びつきながら以前と同じ

く自由であるという問題である。これが根本問

題であり、社会契約がそれに解決を与える

(Rousseau [1762a I.VI:360=1979:121], Althusser 

[1967:62=2001:84])(10)。

　各人が自由でありつつ結合するという構想は、

旧来の共同体を越えて人々が結びつくことを前

提とし、その上で人間のあり方を変えること、

つまり社会関係の転換を主題とする(11)。

　ルソーの問いの背景には、彼の時代に共有さ

れていた危機感があると、アルチュセールは捉

える。すなわち万人の万人に対する闘争が、大

土地所有や貧農の発生等として現れ、社会的不

平等が深刻化するという危機感である

(Althusser [1967:64=2001:86])。ただし問題は、

新しい人間関係の構築の必要性を感じたルソー

が、これを具体的にどう論じたかである。これ

を以後の章で検証する。

Ⅲ.社会契約概念の〈ズレ〉―『社会契

約論』における社会諸関係の不在―

　本章ではアルチュセールが明らかにする社会

契約概念のズレを辿りつつ、そこに社会関係の

問題が関わっていることを検討する。ただしそ

の前に、この検討について説明を要する。なぜ

ならこれは、『社会契約論』が必ずしも扱って

いなかった問題を、ルソーの言説に沿いつつ検

討することだから。一見矛盾するこの論証の正

当性を示す為に、本稿が導きの糸に用いるアル

チュセールの論稿について説明せねばならない。

Ⅲ.1.アルチュセールのルソー論の位置づけ

　アルチュセールの論稿は、雑誌『分析手帳』

の特集「ルソーの思考せざるもの」の中で発表

された。この特集は、精神分析的なテクスト読

解を駆使しつつ、ルソーが考えていなかったこ

と(盲点)を彼の言説から導き出そうとする。こ

れが社会契約概念のズレである(Althusser 

[1967:59-60=2001:80-1])。

　これに対しトドロフは、この特集の名をあげ

つつ、こうした読解は傲慢な態度だと批判し、

言説に忠実な解釈を主張する(Todorov et al. 

(eds.) [1984:7])。しかし、ルソー研究の画期を

なしたスタロバンスキーは、精神分析的手法を

用いてルソーの言説を読み込む内的分析は、彼

が直面した外的現実の考察と不可分であるとす

る(Starobinski [1971:10=1993:2])。つまり、ル

ソーは自らの現実に直面する中で『社会契約

論』を執筆しており、その精神分析的読解は、

そこに潜在する歴史的現実を読み解く作業なの

だ。

　アルチュセールは、ルソーの言説を厳密に追
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いつつ、そこに内包されている概念のズレを明

らかにする。しかしそれは概念上の議論に留ま

らず、このズレが当時の歴史状況を表象するこ

とにまで及ぶ。

　無論、ルソーの社会に関する議論に注目する

研究もある。カッシーラーは、その代表例だ

(Cassirer [1932=1997])。彼は、アルチュセール

と同様、ルソーの言説を厳密に検討する。しか

し、カッシーラーが社会契約を純粋形式として

扱い、そこに留まるのに対し、アルチュセール

はルソーの論理を厳密に追った上で、そのほこ

ろびから理論に埋め込まれた現実を掘り起こ

す(12)。ただしアルチュセールはsociété、social

概念に注目しておらず、これは本稿の視点であ

る。

　ルソーは、生成途上の概念によって、新しい

人間関係の構築を目指したが、それは諸々の問

題を抱えていた。しかしこれは、彼の概念や言

説の矛盾であるのみならず、歴史的現実の矛盾

の現れである。よってこれを検討することは、

社会social概念が歴史の中で必要とされた道筋

を明らかにするだろう。

Ⅲ.2.社会sociétéの否認―「社会契約」の〈ズ

レⅠ〉―

　本節ではアルチュセールが社会契約概念の中

に見出すズレを辿りつつ、人々が作り出す人間

諸関係に対するルソーの立場を明るみに出す。

　まず問題となるのが、原初行為としての社会

契約である。すなわち契約は、当事者の間で何

らかの交換がなされる取り決めを指し、そこか

ら社会sociétéが成立するとルソーは考える。し

かし、社会契約というのは奇妙な概念だ。

　通常は契約の当事者は契約に先立ち存在し、

その上で取り決めを行う。しかしルソーの場合、

契約後に生まれる当事者と、もう一方の当事者

(社会を作り出す人々)が契約をする。この二つ

の当事者の間にはズレがあるが、アルチュセー

ルはこれを〈ズレⅠ〉と呼ぶ(Althusser [1967: 

72=2001:98-9])。

　この契約当事者間のズレは、ある意味当然で

ある。社会を作り出す諸個人が、社会に属する

諸個人と契約をするのは、自分自身と契約する

ことだから(13)。しかしアルチュセールは、この

ズレをルソーの理論の核心と捉える。なぜなら、

これを否認してこそ「社会契約」は契約として

成立するから。つまり、契約の一方の当事者が

契約前に存在しないという前提が隠蔽されるこ

とで、社会契約と法的契約の同一性が擬装され、

社会契約は現実の法的実践のように扱われる

(Althusser [1967:73-4=2001:101-2])。ここで「社

会契約」は、問題の解決を装う機能を果たす。

　これはホッブスと比較しても明らかだ。ホッ

ブスの場合、戦争状態の調停者として第三者を

必要とした。これに対しルソーは、第三者への

全面譲渡を、契約当事者間の二者関係へと内在

させる。つまり各人の共同体への全面譲渡によ

り、これを解決しようとする(Althusser [1967: 

76-7=2001:105-6])(14)。ところがそこでは、人々

が作り出すはずの関係も、そこから生まれる社

会のあり方も、検討されていない(15)。ルソーは

社会についての問いを否認することで、人々が

互いに取り結ぶ諸関係も検討の外に押しやるの

だ。

Ⅲ.3.交換という擬制―〈ズレⅡ〉と社会関

係の不在―

　社会契約が真の契約でないなら、契約の取り

決め内容にも問題があることになる。というの

も、社会契約が人民に求める全面譲渡は、契約

として機能しつつも、現実には法的契約が前提

とする「取り決めによる交換」を不可能にする

から。アルチュセールはこれを〈ズレⅡ〉と呼

ぶ(Althusser [1967:79=2001:109])。
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　ルソーは、社会契約によって行われる「交

換」の「損得」について、人は自然な自由と権

利を手放すが、それによって市民の自由と所有

権を得るとする(Rousseau [1762a I.VIII:364= 

1979:126], Althusser [1967:80=2001:110-1])。こ

の全面譲渡を、ルソーは「有利な交換」と述べ

るが(Rousseau [1762a II.IV:375=1979:140])、ア

ルチュセールは、この立場を精緻化し批判する。

　社会契約では、自らの所有権が、平等な交換

行為によってもたらされ、それが「正当な権

利」として再認される。しかし多く持つ者は、

それに相当するものを交換から得、そうでない

者は、少なくしか得られない。しかし、それは

平等な契約とされる。

　重要なのは、社会契約が正当な権利を保障す

る契約として定義されることである。つまりこ

の契約は、権利を保障する法を承認する行為だ

が、不平等を解消する社会関係を作る行為では

ない。議論されているのは法的正統性であり、

交換契約に基づく法は現状の追認にとどまる。

社会は法関係からのみ考察され、社会が持つは

ずの独自性は否認される。

　ただしこの社会関係の検討の不在は、ルソー

時代の言語事実上の制約だった。実際、百科全

書の「社会契約」の索引も、本文の「政治的正

統性」と「根本的な法」の参照を指示する

(Diderot and D’Alembert (eds.) [1751-1780 (35):

685])(16)。つまり当時は、社会契約は法の問題

として考えられていた。

　しかしこれは奇妙な帰結をもたらす。つまり

その題名にもかかわらず、『社会契約論』には

社会関係の議論が不在なのだ(17)。換言すれば、

旧来の共同体を越えて人間が構築すべき諸関係

を語るすべを持たず、社会関係は言語上欠如し

ていた(18)。これが社会契約概念の矛盾であり、

ルソーが直面した歴史的現実の矛盾である。ア

ルチュセールは精神分析的読解によって、これ

を概念のズレとして明らかにした。

　しかし我々は、これを単純な歴史の反映と結

論すべきでない。ルソーの言説は、その先駆性

故に「社会関係の不在」が問題化されるのだ(19)。

ただしこのズレは、もう一つのズレを要請せざ

るをえない。

Ⅲ.4.一般／個別という虚構―〈ズレⅢ〉と

一般意志―

　社会契約の〈ズレⅠ〉と〈ズレⅡ〉の問題は、

〈ズレⅢ〉、すなわち個別性と一般性のズレへ滑

り込む(Althusser [1967:83=2001:115])。本来は

契約でない社会契約がその体裁を保つには、こ

の問題を解決せねばならない。すなわち、人々

の個別利害が社会の一般利害へ収束するならば、

人々と社会の間で契約が成立したと考えられる。

つまり人民全体が等しく決定に関われば、各々

が自らの個別利害を考慮しても、その決定は一

般的なものになるとルソーは言う。これについ

てアルチュセールの議論は多岐にわたるが、こ

こでは個別性と一般性の問題に集中しよう。

　ルソーでは、個別利害から一般利害を導出し、

そして一般意志を社会体の動力とすることが問

題となる。ここで有名な「投票条件」が、問題

の実践的解決として持ち出される。つまり、十

分な知見を備えた人民が議決する際、事前交渉

がないなら、一般意志が生み出され、議決はつ

ねに適正になるという(Rousseau [1762a II.III: 

371=1979:135], Althusser [1967:86=2001:121])。

　これはルソーの一般意志論の要をなす。一般

意志の形成には事前交渉があってはならない。

事前交渉は権謀術数を生み、各人の判断を妨げ

るから。これはまた、中間集団の排除を必要と

する。国家の中に部分結社、特に支配的な集団

があってはならない。なぜなら、そこで表明さ

れるのは、もはや一般意志ではなく、支配集団

の意志でしかないから(Althusser [1967:86= 

2001:121])。
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　これはルソーの「中間集団排除」を批判した

にすぎず、凡庸だとする考えもある(王寺 [2009: 

174])。しかしアルチュセールの批判はこれに

とどまらず、対立概念の「個別意志」に及ぶ

(Althusser [1967:88-9=2001:124])。つまり、「一

般意志」が現実に存在しないのと同様に、「個

別意志」も現実には存在しない。人間は孤立し

て存在しない以上、各自の利害も常に社会諸関

係の中で形成され、そこから切り離された「純

粋な個別」は存在しない。

　このように「個別性」の虚構性を考察すると、

「一般性」と「個別性」のズレが明らかになる。

「一般利害」と「個別利害」はともに虚構だが、

それ故に、ある社会集団の利害を、恣意的に

「一般」と呼ぶことも、「個別」と呼ぶことも出

来る。彼は、ここに階級支配のメカニズムを見

出す。つまり特定階級の利害を、あたかも一般

利害のように差し出すのだ(Althusser [1967:88-

9=2001:124])。

　無論ルソーの時代状況を考慮し、彼の一般意

志論を擁護する立場もある。例えばルセルクル

は、一般意志論の同時代的意義をアルチュセー

ルが見落としていると批判する。つまり当時の

政治観では、社会集団は富裕層にしかなく、ル

ソーの一般意志論(個別集団の拒否)はこれを排

除しようとしたのだと(Lecercle [1973:177-

80=1993:213-6])。事実、ルソーは、社会集団

の不均衡がもたらす問題を指摘する(20)。

　ただし、これを別の視点から考察すれば、識

字人口が限られた時代において、唯一のメディ

アだった活字を通じ、旧来の共同体を越え、一

つの利害をめぐって連帯や対立をする集団の形

成は、富裕層以外には困難だったと推測でき

る(21)。そして社会集団が富裕層に限られるなら、

それが社会一般の意志形成を損ねるのは必然で

ある。ルソーの懸念は、フランス革命において

現実のものとなるだろう(22)。しかし逆説だが、

ルセルクルの反論は、ルソーの時代には、旧来

の共同体を越えた社会諸関係が形成途上だった

ことを示しており、本稿の立場と合致する。

　以上のように検討してきた我々は、社会契約

のズレを、次のように要約できる。つまり、ル

ソーは一般社会を、人々の単純な集合とは別の

属性を持つ存在と規定した。そしてこの一般社

会と人々をつなぐのが、全体と部分の無媒介な

一体化としての社会契約である。ルソーはこれ

によって不平等を解決できると考えた。しかし

アルチュセールは、この只中にズレを見出す。

無媒介に社会と個人を結びつけるルソーの構想

は、個別意志を一般意志が束ねる虚構に依拠す

る。そして、この無媒介の一体化は、人々の間

の関係を議論することを不可能にしてしまう。

　ただし、残念ながらアルチュセールも、社会

契約のズレを指摘するのみであり、ルソーが見

落としていたもの、つまり社会関係のあり方を

積極的には論じていない(23)。ここで、我々はこ

の三つのズレの反対を考察することで、次のよ

うな社会関係のあり方を導き出せる。それは、

一般性に回収されない多様なつながりが、多様

な利害をめぐって連帯したり対立し合う社会諸

関係のあり方である。これは、自律した個人が

結ぶ協約を通して構築される統一体ではない。

そしてこの社会像は、実際に、1848年の二月革

命・六月暴動を経て、共和制という理想が挫折

する中で出現する(Donzelot [1994:46-9])。これ

は、理論が否認していた問題が現実において露

わになったのだ、と言えよう。

　ただし、この社会像は後に見出されるもので

あり、これをルソーに押し付けるべきではない。

なすべきは安易な批判でなく、彼の思考とその

歴史的影響を辿り、現在の社会概念が生まれる

必然性を探ることである。そしてアルチュセー

ルが最後に指摘する〈ズレⅣ〉が、これに関わ

る。
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Ⅳ.社会契約論の陥穽とそれを超えて―

ルソー理論の現実的帰結―

　前章では、アルチュセールの精神分析的読解

に沿いつつ、ルソーが看過した社会契約概念の

ズレを検討し、そこから社会契約論には社会関

係の議論が欠如していることを明らかにしてき

た。しかし、これは概念上の問題に留まらず、

歴史の生成過程と不可分である。本章ではこの

視点から、まずアルチュセールが最後に指摘す

る〈ズレⅣ〉(「理論と現実のズレ」)を概観し、

それを現実におけるルソー理論の受容と関連づ

けて検討する。

Ⅳ.1.理論と現実―〈ズレⅣ〉とその「解決」

―

　「一般意志」の虚構性、これは理論と現実の

ズレに由来する以上、その解消には理論におけ

る検討では不十分である。よって「現実の中で、

社会集団とそれの及ぼす効果を首尾よく伏せる

こと」(Althusser [1967:90=2001:126])、つまり

社会集団の現実における否認が必要になる。

　この為には、社会的利害集団から個人の自律

性を守らねばならない。なぜなら、人々の分裂

を防ぎ一般意志を構成するには、自律した個人

が自らの意志で決断できねばならないから。そ

してルソーにとって、この目的を達成するのが

習俗である。彼は、国法、市民法、刑法の後に

最も重要な法として習俗を挙げる。この法は国

家の真の体質をなし、他のすべての法が老衰し

た時、それらに生気を取り戻させる(Rousseau 

[1762a II.XII:394 =1979:162], Althusser [1967: 

90=2001:126])。

　なぜ習俗が重要かというと、法律は罰則に

よってしか人々を縛れないが、習俗は常に人々

に働きかけるから。個別な利害集団からの影響

を防ぐには、この習俗が重要になる。しかし、

アルチュセールは言及しないが、この習俗は当

事者による承認以前に存在し、法とは異なる性

質を持つ。ルソーは、自律した個人の基盤とし

て、これに依拠せざるを得なかったのだろう。

前章ではルソーが社会契約を法的契約として捉

えることを確認したが、ここでも、本来であれ

ば法の外のものが、法的語彙によって考察され、

法の枠組みの中で捉えられている。

　習俗に依拠しつつ社会集団を排除するこの立

場を、アルチュセールは「イデオロギーにおけ

るやむなき前進」と呼ぶ(Althusser [1967:90-

1=2001:127-8])。彼がこう呼ぶのは、現実の社

会集団をイデオロギー的に否認することで、存

在しない「純粋な個」を想定せねばならないか

らだろう。この為ルソーは、それほど貧しくも

裕福でもない市民に望みを託す。これによって

彼は、富める者と貧しい者が各々集団化するこ

とを禁じようとした(Althusser [1967:92=2001: 

130])。こうしてルソーは、社会契約が抱える

理論の問題を、現実における否認によって切り

抜けようとする。

　他者に依存せず、搾取もしない人々が、契約

に基づき社会を構築する。そうした経済的独立

性という古い夢にルソーは賭ける。ここで彼が

想定するのは、『人間不平等起源論』で論じら

れる小規模生産者や職人である(Rousseau 

[1755a=1978])。ルソーは、階級を廃する問題

の解決として、封建的生産様式の解体へ向かう

経済的退行に望みをかける(Althusser [1967: 

93=2001:131])。

　すなわちルソーは、社会的不平等の解決とし

て、自律した個を想定し、それを可能にする経

済条件として、独立した小規模生産者や職人を

重視する(24)。しかしそれは現実の不平等の否認

でしかない。そして社会契約という虚構の下、

不平等は再生産される。「ズレとは、実在のも

たらす結果からのまさに理論のズレのこと」で

ある(Althusser [1967:93=2001:131])。
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　このようにアルチュセールは、言説内部で社

会契約を検討した果てに、理論における否認が

現実に及ぼす効果も見出す。ただしこの指摘の

後、彼は『エミール』等の文学作品は、現実の

矛盾に対する「虚構された勝利」であり、同時

にそれは見事な「失敗」だと述べ、その論を閉

じる。しかし我々は、ルソーの失敗の確認に留

まるのではなく、さらに論を進めるべきだろう。

Ⅳ.2.ルソー理論の現実的帰結―バーニによ

るルソー―

　本節ではルソー理論の現実への影響の一つを

検討する為に、フランス革命時代のルソー受容

を分析するバーニの歴史研究を見てみよう

(Barny [1986])。

　バーニによると、当時ルソーは、人民出身で

ありつつ上流階層に認められた新しい時代のシ

ンボルだった。そこで彼は労働重視の価値観を

体現する。これは封建体制に対抗する価値観

だったが、生きた労働と蓄積された労働が区別

されず、資本主義的所有を正当化した(Barny 

[1986:75])。

　こうしてルソーは次のように受容された。つ

まり彼は自らの生活の為に働き、その経済的自

立が自由を可能にした。そして彼のエミールは、

労働・質素さに誇りを贅沢に恥を感じる人物と

なった。そこには労働を通した人間の定義が

(ただし抽象的な)、また旧体制の土地寄生の拒

否がある。

　しかしこの反封建主義的方向性は、進歩主義

的価値観を、社会経済的現実を捨象して作られ

た道徳モデルに閉じ込める。抽象的な労働の賛

美は、慈善の名の下、労働者を搾取する。こう

したルソー像は、ブルジョア的道徳を体現した

(Barny [1986:76-7])。

　実際ルソーは、革命を先導したフォーシェ神

父やブリッソーらよって、ベンジャミン・フラ

ンクリンと重ねられる。つまり、アメリカ独立

戦争のフランクリンとフランス革命のルソーが

同じ役割を担う(Barny [1986:78])(25)。

　そもそもルソー解釈は、それ自体が闘争の賭

け金だったが、二人の捉えるルソー像を扱うの

は、その解釈が当時の社会基盤に基づくからだ。

というのもシャルチエによると、18世紀後半の

出版産業の成立により、文筆業という職業が生

まれた(Chartier [1991=1999:80-94])。この背景

から、革命を主導した自由主義者ブリッソーが、

文筆で生計を立てたルソーを評価したのは必然

だった(26)。

　筆者の見るところ、ルソーが生きた労働と蓄

積された労働を区別しないのは、富の偏りを生

み出す社会関係を看過したからである。これに

労働を道徳的に推進する原理が加われば、労働

を礼賛しつつその成果を搾取することを、自由

な交換契約として正当化する。

　本稿が注目したいのは、ここで道徳でも政治

でも考察できない領域が立ち現れていることだ。

この領域にこそ社会関係が関わるのだが、実の

ところ、ルソーもこれを認識していた。彼は

『エミール』で、社会的不平等の考察には、社

会を通した人間の検討と人間を通した社会の検

討が必要だと述べ、その為には道徳と政治を切

り離してはならないとした(Rousseau [1762b 

IV:524=1963:中58])。これは彼が、社会的不平

等の解決には道徳のみでも政治のみでも不十分

だと理解していた、と同時に、道徳と政治を足

せば十分と考えていた証拠でもある。

　なお、18世紀には経済学は道徳科学であり、

ルソーでも道徳と経済は不可分だったが(27)、こ

こで現れている政治でも道徳(経済)でも解消で

きない問題の領域こそが、先述の「政治と経済

の裂け目」である。19世紀には、この裂け目を

埋めるべく様々な政策が試みられるだろう。こ

れは、すでに確認した社会socialの意味変化に

も現れている通りである。無論、これは後世に
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見出される問題だが、我々はその萌芽を『社会

契約論』の中に確認できる。

　この確認の意義を我々は次のように要約でき

る。つまりルソーは、現実における社会関係を

見ることなく、自律した個人による契約という

構想を推し進めたが、政治的権利の平等を保障

し、経済を基盤にした道徳に基づく個人の自由

を強調するのみでは、社会が生み出す不平等は

解消されない。そこでは、社会関係の不均衡に

起因する問題を個人へと還元しかねない(28)。社

会関係を看過した、彼の時代に即して言えば、

道徳にも政治にも還元できない問題を看過した

故に、不平等の解消を目指しつつ、逆の帰結に

辿り着いた理論の帰結。これが、ルソーが直面

した現実と理論のズレである。

Ⅴ.結びに代えて―社会social概念によっ

て考えること―

　我々は、これまで社会契約概念のズレに即し

て論を展開しつつ、政治とも経済とも違う領域

が立ち現れることを検討してきた。無論、そこ

では十分には検討できなかった側面もある。例

えば、ここで明らかになる社会諸関係の検討の

不在は、専ら経済に関わる社会関係に限定され

ている。無論、socialという形容詞が付される

領域は、これに限らない。しかし、その総体を

扱うのは本稿の手に余る主題であり、ここでは

社会経済的関係の不均衡を看過した例をもって、

社会諸関係の問題を考察することの重要性を確

認するに止めたい。

　しかし少なくとも、本稿の検討によって以下

のことは確実に言えるだろう。つまり、それな

しには現代の問題を考察することができない現

用の社会概念の始まりが、我々の考える以上に

困難だったことである。しかし逆説的にも、そ

の失敗から、我々は社会social概念を用いて考

察される諸問題の重要性を再確認できる。すな

わち、経済(道徳も含めた)でも政治でも考察で

きない問題を、個人へ還元せず、社会諸関係の

問題として考察する重要性である。

　実際、社会諸関係を捨象し個人を支える社会

基盤を問わないことで、不平等の解消を目指す

理論が、それを拡大させる単純な自由主義へと

帰結することを見た。他方、一般意志という虚

構が生まれるのも、社会諸関係の捨象からであ

る。そしてこれらは、新自由主義やナショナリ

ズム等の形で現在の我々が直面する問題でもあ

る。

　こうした陥穽を避ける為に、ルソーの理論の

辿った道を、その先駆性と困難さ、失敗も含め

て考察することに意義があることは言うまでも

ない。

註

1.まず本稿の用語法を説明したい。本稿では、日本語の「社会」に加え、仏語のsociété、socialという語も用

いる。社会の原語であるsociété、socialは、歴史的変遷に伴い様々な意味を持つ。これを近代日本の訳語で

ある「社会」のみですませることはできない。故に、その多義性や歴史的変遷を示す場合、原語を用いるか、

日本語と原語を併記する。これに対して、今日の意味を明確に指す場合は、日本語の利点を生かし「社会

(的)」を用いる。

2.17～18世紀に、sociétéは620回から7168回へ、socialは８回から838回へ、sociableは16回から222回へ使用頻度

が増加する。ゴードンは、シカゴ大学とフランス国立科学研究センターによるARTFLに依拠するが、この

データベースは17世紀の96人の著者による334の文献、18世紀は156人による488文献を含む。ただしこのデー



30

タは、当該世紀の文献の全体を代表するものではないとゴードンは述べる(Gordon [1994:53])。

3.ゴードンは、この「the social」の創出の意義を理解する為には、この時期までに絶対君主制とキリスト教的

形而上学がそれを妨げていたことを理解する必要があるとする (Gordon [1994:5])。

4.英語のsociety概念もほぼ同じ変遷をたどる(Williams [1983=2011:504-10])。

5.socialの項はディドロの執筆による。

6.sociableへの注目は、ギロームに負う(Guilhaumou [2006:4])。

7.ここで「社会状態」概念の説明をしよう。『社会契約論』で主に用いられる社会状態の原語はétat civilであり、

état socialという語は2回しか使われていない(Rousseau [1762a  I.IV:357, I.IX:367=1979:117, 129])。ここでの

état socialには否定的な意味はなく、ここにも彼のsocialの用法の揺らぎがある。なお邦訳では、該当部分の

原語がétat socialであることは明確にされていない。

8.ローマ数字は編と章を示す。

9.ルソーは、化合物の属性がそれを構成する物質の属性に還元されないのと同様に、一般社会もそれを構成す

る個人に還元されないとし、デュルケムは生物の喩えを用いて社会的事実概念を導入する(Durkheim [1894-

1901:81-2=1978:30-1])。またデュルケムもルソーのこの一節を引く(Durkheim [1953:135-6=1975:96])。

10.アルチュセールがルソーを引用する部分には、両者の典拠を併記する。

11.ルソーにとって、人間にできるのは、自分達の力を結びつけ方向付けることだから、生存の為には、集合し

て各人の力の総和を創り出すしかない(Rousseau [1762a I.VI:360=1979:121])。つまり、社会関係の組み替え

が問題となる。

12.この点が両者の違いである。実際カッシーラーは、物質的不平等はルソーにとり副次的な問題だったとする

(Cassirer [1932=1997:28])。

13.ルソーもこれを認める(Rousseau [1762a I.VII:362=1979:123])。

14.テレールは、ホッブスの統治契約にsocialがつく余地はなかったと言う。ホッブスの時代にはラテン語の

societasは同盟者によって作られるassociationを指し、全体社会の概念はなかった(Terrel [2001:58-9])。

15.アルチュセールは、ルソーが、ホッブスの第三者への全面譲渡を、社会を構成する当事者間の関係に置き換

えただけで、実際には彼の社会体はホッブスの君主と同じ性質を持つと指摘する(Althusser [1967:77-

8=2001:106-7])。ルソーは新しい社会関係の構築を目指しつつ、結局はそれに至らなかった。

16.本文中に「社会契約」の項はない。

17.『社会契約論』は、元々『政治制度論』として構想された(Rousseau [1766:404-5=1955-6:中197-8])。本稿が

重視するのは、この題名の変更である。つまりsocialという語が付され、社会関係の転換が提起されるが、

それが検討されていない。不在として残されざるをえなかった程に、これは決定的な問題だった。

18.実際ルソーは、旧来の共同体を越える人々の関係という意味での社会諸関係rapports sociaux概念を用いてい

ない。彼が用いるのは社会的紐帯lien social概念であるが、これは全体社会を覆うものではない(Rousseau 

[1762a II.IX:386=1979:153])。

19.ここで本稿の用いる「不在absent」概念を、アルチュセールの用語法と関連づけて説明しよう。ルソー論の

元となった講義でアルチュセールは、自然状態を社会の非在néantと規定し、そこから社会諸関係の生成を

考察することが重要と述べる(Althusser [1955-1972:261])。この非在néant概念は存在以前の無を指す。これに

対し不在absentは、本来あるべきものがないことを指す。つまり『社会契約論』は社会関係の構築を根本問

題として提起しつつ、その検討がない故に「社会関係の不在」を問題化できる。これは、ルソーが先駆的問
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題構制を導入したからこそ問えるのだ。

20.ルソーは、部分社会が存在するならば、その数を増やしその不平等を防止せねばならないと注意する

(Rousseau  [1762a II.III:372=1979:136])

21.水林によると、この時期に出版資本主義が発達し公衆le publiqueが出現するが(水林[2003:45-52])、ここにハ

バーマス的公共圏の問題が関わる。ただ本稿が注視するのは、公衆から閉め出される人々の存在である。

シャルチエによると、コンドルセらは分散した公衆が印刷技術によって集められ、そこで公論が形成される

とするが、現実にはこの公衆は民衆peupleとは厳格に区別されていた(Chartier [1991=1999:41-3])。つまり出

版技術による公衆の形成は、読み書き能力の有無によって民衆を排除する(Chartier [1991=1999:56])。こう

考えれば、サロンでの議論が印刷物を通して公衆へ拡がり、政治的公共圏へと移るというハバーマス的見方

は、楽観的だと言えよう(富永[2005:180])。

22.ルフェーブルによるとフランス革命時に全国から陳情書が寄せられる際、地元の小ブルジョアが農民達の陳

情書を作成したが、そこでは自分達に不利な要求(土地所有権の問題等)を意図的に避けていた(Lefebvre 

[1939=1998:237-8])。

23.アルチュセール自身が社会のあり方を論じるのは『再生産について』においてである。彼は「社会とは何か」

という問いを立て、社会という概念は曖昧であり、社会構成体に置き換えるべきとする(Althusser  [1969:40-2

＝2010:上71-4])。そして、旧来の国家諸装置を転換することを社会革命と呼ぶ(Althusser [1969:181＝2010:下

13])。この為に提起したのが国家のイデオロギー諸装置概念である。さらに彼は、法外のものを法の枠組み

で捉えることを批判しており(Althusser [1969:91＝2010:上44]）、これは本稿が指摘した社会契約論の問題点

でもある。ただしこの論点を展開するには、別稿を要し、ここではその指摘にとどめたい。

24.スタロバンスキーも、ルソーにとって経済的独立が道徳的独立の基盤だったとする(Starobinski [1971:130-

1=1993:168-9])。

25.ここでウェーバーによる資本主義的人間類型としてのフランクリン像を考えることもできる(Weber [1920:40-

8=1989:43-63])。

26.シエイエスも、社会を支えるのは労働であり、第三身分がそれを担っているとし、特権身分による自由競争

の排除を社会的犯罪と述べる(Sieyès [1789:34-5=2011:12-3])。

27.『新エロイーズ』では、次のような内容が諭される。無際限の利益追求を退け、必要を規準に利益を求める

ことが主張され、同時に、自分の楽しみへの支出は推奨されるが、虚飾への浪費は戒められる。このように

道徳に基づき浪費を抑制し、自己目的化した利益追求に傾ける労力を抑えることで、利益率は増大する。こ

うして道徳は経済を活性化する(Rousseau  [1761 V.2:528-30=1981:十 167-9])。だが、これは経済基盤を前提と

した個人道徳による幸福でしかない。

28.ルソーも『人間不平等起源論』では、人間の不平等には諸原因が関わるが、才能の不平等が根本にあると捉

えていた(Rousseau [1755a:174=1978:242])。
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《Abstracts in English》

This essay aims to examine a problem concerning the concept “social”, by analyzing The Social 

Contract of Rousseau. For this, I will refer to Althusser’s work “On the social contract”, where he develops 

a substantial analysis of the social contract.

The concept of the term “social” is taken today immediately understandable. But it was invented in 

18th century, when Rousseau wrote The Social Contract. Indeed, Rousseau is one of the pioneers who, by 

addressing the social relationship, tackled a new theme and a new concept. 

However, we can question whether Rousseau was able to treat it adequately. Because “social” was 

such an “avant-garde” concept. This means that Rousseau was not responsible of his failure, because it 

derived from the newness of the concept.

To investigate this problem, I will focus on the discrepancies of the social contract which Althusser 

brings to light. With this examination, we will see that these discrepancies reflect the problem of social 

relationship. With this examination, we can understand why we needed to invent this concept in his era. 

And it will help us to reconsider the concept “social” in our time.

About an Origin of the Concept "Social":
An Analysis of The Social Contract as a Clue
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